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水産基準値案と水産 PEC の関係及び基準値設定後の対応について 

 
 
１．水産基準値案及び水産 PEC の関係 

（単位：μg/L） 

農薬名 
基準値 

（案） 

水田 PEC 非水田 PEC 

Tier1 Tier2 Tier1 

イプフルフェノキン 250 0.45 － 0.011 

オキサゾスルフィル 3.6 0.90 0.22 － 

クロルタールジメチル 35 － － 0.00012 

フルミオキサジン 0.55 － － 0.0024 

ベンズピリモキサン 220 1.5 － － 

２，４－Ｄエチル 110 9.5 － － 

網掛け：水産基準値案の 10 分の１以上の PEC 
 
 
２．基準値設定後の対応 

水田PEC第１段階が水産基準値案の10分の１を上回るオキサゾスルフィルについては、

水田 PEC 第２段階を算出したところ、10 分の 1 未満になることが確認できたのでモニタ

リング対象とはしない。 
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